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(57)【要約】
　家具フラップ（２１）用の支持装置（１）であって、
該支持装置（１）は、家具本体（２０）および前記家具
フラップ（２１）に枢着結合可能であり、支持装置（１
）は、第１の支持アーム（１１）と第２の支持アーム（
１２）とを有していて、該第１および第２の支持アーム
（１１，１２）は、支持装置（１）の各位置において、
支持装置（１）の運動方向に対して横方向に遊びなしに
オーバラップしており、しかも第１の支持アーム（１１
）と第２の支持アーム（１２）とは、横断面において異
形成形されていて、かつ互いに入れ子式に構成されてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具フラップ（２１）用の支持装置（１）であって、該支持装置（１）は、家具本体（
２０）および前記家具フラップ（２１）に枢着結合可能であり、前記支持装置（１）は、
第１の支持アーム（１１）と第２の支持アーム（１２）とを有していて、該第１および第
２の支持アーム（１１，１２）は、前記支持装置（１）の各位置において、前記支持装置
（１）の運動方向に対して横方向に遊びなしにオーバラップしている、支持装置（１）に
おいて、
　前記第１の支持アーム（１１）と前記第２の支持アーム（１２）とは、横断面において
異形成形されていて、かつ互いに入れ子式に構成されていることを特徴とする、家具フラ
ップ（２１）用の支持装置（１）。
【請求項２】
　前記第１の支持アーム（１１）は、好ましくは取付け位置において上側に配置された第
１の端部（１１ａ）において、第１の旋回軸（ｓ１）を中心にして旋回可能に前記家具本
体（２０）に結合可能であり、かつ前記第２の支持アーム（１２）は、好ましくは取付け
位置において上側に配置された第１の端部（１２ａ）において、第２の旋回軸（ｓ２）を
中心にして旋回可能に前記家具本体（２０）に、好ましくはハウジング（１０）を介して
結合可能である、請求項１記載の支持装置（１）。
【請求項３】
　前記第１の支持アーム（１１）は、好ましくは取付け位置において下側に配置された第
２の端部（１１ｂ）において、かつ前記第２の支持アーム（１２）は、好ましくは取付け
位置において下側に配置された第２の端部（１２ｂ）において、枢着結合部（１３）を介
して互いに結合されている、請求項１または２記載の支持装置（１）。
【請求項４】
　前記第１の支持アーム（１１）は、第１の回転軸（ｄ１）を中心にして回転可能に、か
つ前記第２の支持アーム（１２）は、第２の回転軸（ｄ２）を中心にして回転可能に、前
記枢着結合部（１３）に結合されている、請求項３記載の支持装置（１）。
【請求項５】
　前記第１の旋回軸（ｓ１）と前記第２の旋回軸（ｓ２）との、該第１の旋回軸（ｓ１）
と該第２の旋回軸（ｓ２）とを結ぶ直線に沿って測定された基準間隔が、前記第１の回転
軸（ｄ１）と前記第２の回転軸（ｄ２）との、該第１の回転軸（ｄ１）と該第２の回転軸
（ｄ２）とを結ぶ直線に沿って測定された基準間隔よりも小さい、請求項２から４までの
いずれか１項記載の支持装置（１）。
【請求項６】
　前記第１の支持アーム（１１）と前記第２の支持アーム（１２）とが、前記支持装置（
１）の運動方向に対して横方向において互いに接触しているか、または前記第１の支持ア
ーム（１１）と前記第２の支持アーム（１２）との、前記支持装置（１）の運動方向に対
して横方向の相互間隔が、５ｍｍ以下、好ましくは１ｍｍ以下である、請求項１から５ま
でのいずれか１項記載の支持装置（１）。
【請求項７】
　前記第１の支持アーム（１１）の横断面の形状が、ほぼＵ字形異形材に相当している、
請求項６記載の支持装置（１）。
【請求項８】
　前記第２の支持アーム（１２）の横断面の形状が、ほぼＵ字形異形材または長方形に相
当している、請求項６または７記載の支持装置（１）。
【請求項９】
　前記第２の支持アーム（１２）は、前記支持装置（１）の各位置において、前記第１の
支持アーム（１１）の前記異形材によって形成された中空室の内部に、少なくとも部分的
に配置されている、請求項６から８までのいずれか１項記載の支持装置（１）。
【請求項１０】
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　前記支持装置（１）は、電気式の駆動装置またはばね荷重が加えられる機械式の駆動装
置（１４）を有している、請求項１から９までのいずれか１項記載の支持装置（１）。
【請求項１１】
　家具本体（２０）と、家具フラップ（２１）と、請求項１から１０までのいずれか１項
記載の、前記家具フラップ（２１）用の少なくとも１つの支持装置（１）とを備えた家具
（２）。
【請求項１２】
　前記支持装置（１）は、前記家具フラップ（２１）の閉鎖された状態において、前記家
具（２）の前記家具本体（２０）によって形成された前記家具（２）の内室（２２）の内
部に、ほぼ完全に配置されている、請求項１１記載の家具（２）。
【請求項１３】
　枢着結合部（１３）を介して前記支持装置（１）に取り付けられた前記家具フラップ（
２１）の、前記家具本体（２０）に対する角度位置が、前記支持装置（１）の旋回時に変
化させられる、請求項１１または１２記載の家具（２）。
【請求項１４】
　第１の旋回軸（ｓ１）および第２の旋回軸（ｓ２）ならびに第１の回転軸（ｄ１）およ
び第２の回転軸（ｄ２）が、前記支持装置（１）の取り付けられた状態において水平方向
に延びている、請求項１１から１３までのいずれか１項記載の家具（２）。
【請求項１５】
　第１の支持アーム（１１）のＵ字形異形材の開放した側が、前記支持装置（１）の取り
付けられた状態において、前記家具フラップ（２１）に向けられている、請求項１１から
１４までのいずれか１項記載の家具（２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載の特徴を備えた、家具フラップ用に支持装置、およ
び少なくとも１つのこのような支持装置を備えた家具に関する。
【０００２】
　従来技術において、多くの構成における、家具フラップ用の支持装置が公知である。米
国特許第８９０４６００号明細書（US 8,904,600 B2）には例えば、家具扉を備えた家具
用のヒンジ装置が記載されており、このヒンジ装置は、家具本体側の固定手段、この固定
手段に枢着的に固定された２つまたは３つのレバーアーム、および同様にこれらのレバー
アームに枢着的に固定された扉側の固定手段を有している。このヒンジ装置の課題は、家
具扉の開放運動または閉鎖運動を案内することにあり、このとき家具扉は、鉛直な回転軸
線を中心にして回転させられるのではなく、むしろ水平平面において平行に移動させられ
る。このことは、２つまたは３つの等しい長さのレバーを備えた平行運動機構（Parallel
kinematik）によって達成され、このときこれらのレバーは、本体側および扉側において
それぞれ等しい間隔および配置形態において、鉛直な回転軸線を中心にして回転可能に支
持されている。この従来技術における欠点としては、平行運動機構の高価な構造形態と、
レバーアームの配置形態によって与えられた剪断間隙の形成、およびこれに関連した、使
用者による家具扉操作時における怪我のリスクとが挙げられる。
【０００３】
　別の支持装置は、例えば欧州特許出願公開第２０９３３６１号明細書（EP 2 093 361  
A2）および米国特許出願公開第２００２／０１８９０５２号明細書（US 2002/0189052 A1
）に基づいて公知である。
【０００４】
　本発明の課題は、従来技術に対して改善された、家具フラップ用の支持装置であって、
特に技術的に容易に製造可能でありかつ高い操作安全性の点で傑出している支持装置を提
供することである。
【０００５】
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　この課題は、請求項１に記載の特徴を備えた、家具フラップ用の支持装置と、少なくと
も１つのこのような支持装置を備えた家具とによって解決される。本発明の好適な実施形
態は、従属請求項において定義されている。
【０００６】
　支持装置が、第１の支持アームと第２の支持アームとを有していて、該第１および第２
の支持アームが、支持装置の各位置において、支持装置の運動方向に対して横方向に遊び
なしに互いにオーバラップしていることによって、支持装置の特に安定した構成を得るこ
とができ、このとき２つの支持アームの構成によって、ねじり力、曲げ力、または支持装
置の運動時に一般的に発生する力の影響を小さく保つことができる。支持装置の運動方向
に対して横方向に発生する、両支持アームの間における剪断間隙の形成を、両支持アーム
の間における間隙のないオーバラップによって回避することにより、支持装置の操作時に
例えば使用者の手または指が挟み込まれることによる怪我の危険を、前記間隙のないオー
バラップによって最小にすることができる。また支持アームが、運動方向に対して横方向
において遊びなしにオーバラップしていることによって、支持装置のコンパクトな構造形
式を可能にすることができ、このコンパクトな構造形式は、これによって得ることができ
る一体的な外観による高い美観によっても傑出することができる。上方旋回フラップ用の
支持装置の場合には、第１のおよび第２の支持アームの遊びのないオーバラップは、この
場合横方向に、つまり支持装置の鉛直方向の運動方向に対して水平に与えられている。第
１および第２の支持アームが支持装置の各位置において、支持装置の運動方向に対して横
方向に互いに遊びなしにオーバラップしているということは、支持装置に固定可能な家具
フラップの閉鎖位置に対応する位置から、支持装置に固定可能な家具フラップの開放位置
に対応する位置までの、支持装置の任意の各位置において、オーバラップが存在すること
を意味している。
【０００７】
　第１の支持アームが、好ましくは取付け位置において上側に配置された第１の端部にお
いて、第１の旋回軸を中心にして旋回可能に家具本体に結合可能であり、かつこのとき第
２の支持アームが、好ましくは取付け位置において上側に配置された第１の端部において
、第２の旋回軸を中心にして旋回可能に家具本体に、好ましくはハウジングを介して結合
可能であることによって、旋回アームとしての支持アームの構成を可能にすることができ
る。このことは、支持装置に取付け可能な家具フラップの旋回、つまり同時に行われるね
じれおよび回転をも可能にすることができる。ハウジングを介した結合は、支持装置の単
純な構造および簡単な取付けを可能にする。
【０００８】
　第１の支持アームが、好ましくは取付け位置において下側に配置された第２の端部にお
いて、かつ第２の支持アームが、好ましくは取付け位置において下側に配置された第２の
端部において、枢着結合部を介して互いに結合されていることによって、旋回アームの運
動を連結させることができる。旋回アームに結合されたこのような枢着結合部は、支持装
置における家具フラップの固定をも可能にすることができる。
【０００９】
　第１の支持アームが、第１の回転軸を中心にして回転可能に、かつ第２の支持アームが
、第２の回転軸を中心にして回転可能に、枢着結合部に結合されていることによって、旋
回アームと枢着結合部との技術的に簡単でかつ効果的な結合を可能にすることができる。
枢着結合部における支持アームの回転可能な支持形態は、支持アームの旋回時における枢
着結合部の傾きをも可能にすることができる。
【００１０】
　第１の旋回軸と第２の旋回軸との、該第１の旋回軸と該第２の旋回軸とを結ぶ直線に沿
って測定された基準間隔が、第１の回転軸と第２の回転軸との、該第１の回転軸と該第２
の回転軸とを結ぶ直線に沿って測定された基準間隔よりも小さいことによって、両支持ア
ームの運動の特に好適な連結を達成することができる。旋回軸に関する回転軸のこのよう
な配置形態は、支持アームが旋回運動時に相互に妨げになることなしに、支持装置の特に
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大きな旋回範囲を可能にする。旋回軸の基準間隔と回転軸の基準間隔との比を適合させる
ことによって、支持装置の旋回時における枢着結合部の傾きの所望の程度を、ひいては支
持装置に固定可能な家具フラップの所望の傾きを、容易に調節することができる。
【００１１】
　第１の支持アームと第２の支持アームとが、支持装置の運動方向に対して横方向におい
て互いに接触しているか、または第１の支持アームと第２の支持アームとの、支持装置の
運動方向に対して横方向の相互間隔が、５ｍｍ以下、好ましくは１ｍｍ以下であることに
よって、支持装置のコンパクトな構成を可能にすることができ、このようなコンパクトな
構成は、使用者のための高い操作安全性の点においても傑出している。両支持アームの横
方向における接触、つまり上方旋回フラップの場合には側方における接触によって、もし
くは数ミリメートル範囲における小さな間隙寸法の形成によって、使用者に対する支持装
置の操作安全性を、上に述べた処置に加えて高めることができ、かつ挟み込まれることを
特に効果的に阻止することができる。またこのような構成によって、特に小さな所要スペ
ースを有する支持装置を可能にすることができる。
【００１２】
　第１の支持アームおよび第２の支持アームが横断面において異形成形されていることお
よび互いに入れ子式に構成されていることによって、高い安定性を有する支持装置を、方
法技術的に特に簡単に製造することができる。第１の支持アームと第２の支持アームとの
入れ子式の配置形態によって、支持装置のコンパクトでかつほぼ遊びのない構成を、特に
簡単に実現することができる。また両支持アームの入れ子式の配置形態によって、操作安
全性および美観に対する要求をも容易に満たすことができる。
【００１３】
　第１の支持アームの横断面の形状が、ほぼＵ字形異形材に相当していることによって、
小さな所要スペースにおいても、第１の支持アームの安定した構成を、方法技術的に安価
にかつ特に簡単に製造することができる。
【００１４】
　第２の支持アームの横断面の形状が、ほぼＵ字形異形材または長方形に相当しているこ
とによって、第２の支持アームの安定した構成を、安価にかつ技術的に簡単な形式で製造
することができる。
【００１５】
　第２の支持アームが、支持装置の各位置において、第１の支持アームの異形材によって
形成された中空室の内部に、少なくとも部分的に配置されていることによって、支持装置
の特にコンパクトでかつ安定した構成を得ることができる。第２の支持アームが、第１の
支持アームの異形材によって形成された中空室の内部に、少なくとも部分的に配置されて
いることによって、両支持アームの入れ子式の配置形態を特に簡単に実現することができ
、かつ支持装置の運動方向に対して横方向に遊びのない該支持装置の構成が、支持装置の
各位置において可能になる。
【００１６】
　支持装置が、電気式またはばね荷重が加えられる機械式の駆動装置を有していることに
よって、支持装置の特に好適な構成を可能にすることができる。
【００１７】
　家具本体と、家具フラップと、家具フラップ用の少なくとも１つの支持装置とを備えた
家具に対する保護も望まれる。このような家具は、家具フラップを含めた支持装置の特に
コンパクトな構成によって傑出している。本発明に係る支持装置の使用によって、家具フ
ラップの開放運動または閉鎖運動を促進する、支持装置とは別個に形成された追加的な支
持アームを、省くことができる。横方向において、つまり上方旋回フラップの場合には例
えば支持装置の上方旋回運動に対して側方の方向において、各位置で、支持アームが間隙
のない入れ子形態をしていることによって、家具フラップを含めた支持装置の、一体的に
作用するコンパクトでかつ使用者にとって運転安全な構成が生ぜしめられる。このような
家具は、さらに、家具本体から突出する追加的な調節エレメントを上に述べたように省略
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できることによって、家具フラップの開放時における、家具本体によって形成された家具
の内室への側方からの接近可能性の点で傑出している。
【００１８】
　支持装置が、家具フラップの閉鎖された状態において、家具の家具本体によって形成さ
れた家具の内室の内部に、ほぼ完全に配置されていることによって、家具の内部に支持装
置を収容するために、家具フラップに追加的な作業または適合を行う必要はない。これに
よってまた、家具フラップの閉鎖位置において家具フラップがほぼ家具本体に接触してい
ることを可能にすることができる。
【００１９】
　枢着結合部を介して支持装置に取り付けられた家具フラップの、家具本体に対する角度
位置が、支持装置の旋回時に変化させられることによって、家具フラップの開放時におけ
る、家具本体によって形成された家具の内室への接近可能性を、容易にすることができる
。また、支持装置の旋回時において、家具本体に対する家具フラップの角度位置を変化さ
せることによって、使用者による家具フラップの直感的な開放動作および閉鎖動作を可能
にすることができる。
【００２０】
　第１の旋回軸および第２の旋回軸ならびに第１の回転軸および第２の回転軸が、支持装
置の取り付けられた状態において水平方向に延びていることによって、支持装置によって
上方旋回フラップが、つまり開放または閉鎖のために上方に向かって旋回させられる家具
フラップが実現可能である。
【００２１】
　第１の支持アームのＵ字形異形材の開放した側が、支持装置の取り付けられた状態にお
いて、家具フラップに向けられていることによって、特に高い操作安全性、相応の美観を
有する一体的な外観、および家具フラップを含めた支持装置のコンパクトな構成を得るこ
とができる。
【００２２】
　本発明のその他の詳細および利点については、以下において、図面に示した実施形態を
参照しながら詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１ａ～図１ｄは、それぞれ異なった位置における支持装置を示す側面図である
。
【図２】図２ａ～図２ｃは、それぞれ異なった位置における支持装置を示す斜視図である
。
【図３】支持装置を断面して示す側面図である。
【図４】図４ａ～図４ｄは、支持装置の支持アームの種々異なる横断面形状を概略的に示
す図である。
【図５】図５ａおよび図５ｂは、支持装置を備えた家具の側面図である。
【００２４】
　図１ａには、支持装置１が、家具フラップ２１の閉鎖された位置に対応する位置におい
て示されている。支持装置１は、このとき第１の旋回軸ｓ１を中心にして旋回可能に支持
された支持アーム１１を備えた、家具本体２０に取付け可能なハウジング１０と、第２の
旋回軸ｓ２（ここでは見えない）を中心にして旋回可能に支持された第２の支持アーム１
２とを有している。このとき第１の支持アーム１１は、さらに第１の回転軸ｄ１を中心に
して回転可能に枢着結合部１３に結合されており、この枢着結合部１３はまた、第２の回
転軸ｄ２を中心にして回転可能に第２の支持アーム１２に結合されている。これによって
第１および第２の支持アーム１１，１２の運動は、枢着結合部１３を介して連結されてい
る。支持装置１の、閉鎖された位置に対応するこの位置において、第２の支持アーム１２
はほぼ、ハウジング１０から突出するその全長にわたって、その高さ方向の延びに関して
、部分的に、第１の支持アーム１１の異形材（Profil）によって形成された中空室内に配
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置されており、これによって図１ａの視線方向において、つまり第１および第２の支持ア
ーム１１，１２の、反時計回り方向において可能な旋回運動に対して横方向または側方に
おいて、両方の支持アーム１１，１２の間における間隙のないオーバラップが生ぜしめら
れる。さらに支持装置１は、ハウジング１０に固定された緩衝ユニット１６を有しており
、この緩衝ユニット１６は、支持装置１の、閉鎖された位置に対応するこの位置において
、緩衝作用後に生じる最大に進入した状態において第１の支持アーム１１に接触している
。
【００２５】
　図１ｂには、支持装置１の中間位置が示されており、この中間位置は、支持装置１に固
定可能な家具フラップ２１の開放直後または閉鎖直前に生じる位置に対応する。図１ａに
示した位置に対して、第１の支持アーム１１および第２の支持アーム１２は、反時計回り
方向において、それぞれ第１もしくは第２の旋回軸ｓ１，ｓ２を中心にして旋回させられ
ている。第１の支持アーム１１は、今や緩衝ユニット１６には接触しておらず、この緩衝
ユニット１６は、これによってまた完全に進出した状態に位置している。第１および第２
の旋回軸ｓ１，ｓ２の間の基準間隔（Normalabstand）と、第１および第２の回転軸ｄ１
，ｄ２の間の基準間隔との差異に基づいて（図３参照）、第１および第２の支持アーム１
１，１２の旋回運動によって、枢着結合部１３の並進運動と回転運動とが同時に生じ、ひ
いては枢着結合部１３に固定可能な家具フラップ２１の並進運動と回転運動も生じる。第
１の支持アーム１１と第２の支持アーム１２との入れ子式の配置形態を維持することによ
って、この位置においても、両方の支持アーム１１，１２の間における、運動に対して横
方向または側方において間隙のないオーバラップが生じる。
【００２６】
　図１ｃには、家具フラップ２１の、ほぼ完全に開放された位置に対応する位置において
、支持装置が示されている。この位置において第２の支持アーム１２はほぼ完全に、第１
の支持アーム１１の、異形材によって形成された中空室の内部に配置されており、ゆえに
この図においては見えない。これとは異なり図面から明瞭に認識できるように、枢着結合
部１３は、図１ａとの関連において示された出発位置に対して旋回させられており、この
旋回は、例えば第１の支持アーム１１に枢着結合部１３が回動不能に取り付けられた場合
におけるよりも小さな値である。むしろ、枢着結合部１３を介した第１の支持アーム１１
および第２の支持アーム１２の運動の連結形態、第１の旋回軸ｓ１および第２の旋回軸ｓ
２の配置形態、支持アーム１１，１２の一定のアーム長さ、および第１の旋回軸ｓ１およ
び第２の旋回軸ｓ２の配置形態によって、支持装置１の支持アーム１１，１２の運動方向
とは逆向きに方向付けられた、第１の支持アーム１１に対する枢着結合部１３の旋回が生
じる。
【００２７】
　図１ｄには支持装置１が、完全に開放された家具フラップ２１に対応する位置において
示されている。この位置において支持アーム１１，１２は、最大の入れ子状態を呈してお
り、このとき第２の支持アーム１２は、第１の支持アーム１１の異形材によって形成され
た中空室の内部にほぼ完全に配置されている。同様に、枢着結合部１３は第１の支持アー
ム１１に対して最大に旋回させられており、これによって枢着結合部１３に取付け可能な
家具フラップ２１のために、この家具フラップ２１の下縁部が、使用者にとって容易に到
達可能な領域になお位置している状態を得ることができる。２つの支持アーム１１，１２
が横方向において間隙なしにオーバラップしていることによって、さらに使用者のために
、家具フラップ２１に対する特に安全な支持装置１が提供される。それというのは、この
ような家具フラップ２１は、手もしくは指が間隙内に進入することおよび手もしくは指が
支持装置１の旋回時に挟み込まれることを防止するからである。
【００２８】
　図２ａには、支持装置１が斜視図で示されており、このとき第１および第２の支持アー
ム１１，１２の端部分がより良好に見えるように、枢着結合部１３は図示されていない。
図２ａからはまず再びハウジング１０と、このハウジング１０に固定されていて第１の支
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持アーム１１に対して作用する緩衝ユニット１６とを認識することができる。第１の支持
アーム１１は、図示のように取付け位置において上側に位置している端部１１ａにおいて
、第１の旋回軸ｓ１を中心にして旋回可能にハウジング１０に支持されている。これと同
様に第２の支持アーム１２は、図示のように取付け位置において上側に配置された端部１
２ａにおいて、旋回軸ｓ２を中心にして旋回可能にハウジング１０に支持されている。第
１の支持アーム１１の、図示のような取付け位置において下側に配置された第２の端部１
１ｂには、枢着結合部１３を回転可能に支持する第１の回転軸ｄ１が設けられている。再
びこれと同様に、第２の支持アーム１２の、図示のような取付け位置において下側に配置
された第２の端部１２ｂには、枢着結合部１３を回転可能に支持する第２の回転軸ｄ２が
設けられている。第１の回転軸ｄ１および第２の回転軸ｄ２の配置形態は、さらに拡大さ
れた部分Ａにおいて示されている。第１および第２の旋回軸ｓ１，ｓ２の方向付けおよび
第１および第２の回転軸ｄ１，ｄ２の方向付けは、この実施形態では水平方向であり、こ
れによって支持アーム１１，１２の旋回方向は、鉛直平面に沿うことになる。
【００２９】
　図２ｂに斜視図で示した支持装置１の位置は、部分的に開放された家具フラップの位置
に対応している。支持装置１のこの位置において、緩衝ユニット１６は、もはやもしくは
まだ第１の支持アーム１１に接触していない。詳細図Ａから分かるように、第２の支持ア
ーム１２はほぼ長方形の横断面形状を有している。第２の支持アーム１２はさらに部分的
に、この図面において鉛直方向における高さ方向の延びに沿って、第１の支持アーム１１
を形成するＵ字形異形材の内部に配置されている。
【００３０】
　図２ｃでは、斜視図において支持装置１が、ほぼ完全に開放された家具フラップ２１に
対応する位置において示されている。このとき第１および第２の支持アーム１１，１２は
、異形材形状をより良好に見えるようにするために、単に部分的にしか示されていない。
詳細図Ａにおいて見ることができるように、第１の支持アーム１１は、ほぼＵ字形異形材
に相当する横断面形状を有している。図２ｃに示した、ほぼ完全に開放された家具フラッ
プ２１の位置に相当する、支持装置１の位置において、第２の支持アーム１２は、この図
面において鉛直方向に位置する高さ方向の延びに沿って、第１の支持アーム１１を形成す
るＵ字形異形材の鉛直方向の側面の間に、ほぼ完全に配置されている。このとき第１の支
持アーム１１のＵ字形異形材の開放した側は、支持装置１に取付け可能な家具フラップ２
１に向けられており、つまり家具本体２０によって形成された内室２２(図５ｂ参照)とは
ほぼ反対側に向けられている。第２の支持アーム１２の横断面の形状は、本実施形態では
、ほぼ長方形に相当しており、このときこの横断面形状は、互いに突き合わせられてリベ
ット結合された、互いに向けられた２つのＵ字形異形材によって形成されている。
【００３１】
　図３には、支持装置１が断面されて側面図で示されている。このとき支持装置１は、図
示されていない家具フラップ２１の開放位置に対応する位置にある。図３には支持装置１
のハウジング１０が、このハウジング１０内に配置された、ばね荷重が加えられる機械式
の駆動装置１４と共に示されており、この駆動装置１４は、制御カム１５を介して第１の
支持アーム１１に対して作用力を加える。ハウジング１０にはさらに、家具フラップ２１
の閉鎖運動を緩衝する緩衝ユニット１６が設けられている。第１の支持アーム１１は、第
１の端部１１ａにおいて第１の旋回軸ｓ１を中心にして旋回可能にハウジング１０に結合
されている。第２の端部１１ｂにおいて第１の支持アーム１１は、第１の回転軸ｄ１を中
心にして回転可能に枢着結合部１３に結合されている。第２の支持アーム１２は、第１の
端部１２ａにおいて第２の旋回軸ｓ２を中心にして旋回可能にハウジング１０に結合され
ている。第２の端部１２ｂにおいて第２の支持アーム１２は、第２の回転軸ｄ２を中心に
して回転可能に枢着結合部１３に結合されている。このように結合された枢着結合部１３
によって、支持装置１の操作時における第１および第２の支持アーム１１，１２の運動の
連結が与えられている。図３に示した支持装置１の位置において分かるように、家具フラ
ップ２１の開放位置に対応する支持装置１の位置において、第２の支持アーム１２はほぼ
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完全に第１の支持アーム１１にオーバラップしており、これによって、２つの支持アーム
１１，１２の間には、間隙、即ち使用者の手または指が横から進入して、該手または指に
支持装置１の操作時に怪我を負わせるおそれがある間隙もまた形成されなくなる。第１お
よび第２の旋回軸ｓ１，ｓ２の間において該第１および第２の旋回軸ｓ１，ｓ２を結ぶ直
線に沿って測定された基準間隔と、第１および第２の回転軸ｄ１，ｄ２の間において該第
１および第２の回転軸ｄ１，ｄ２を結ぶ直線に沿って測定された基準間隔との比(このと
きこの比は本実施形態では１よりも小さい)を選択することによって、取り付けられた支
持装置１の旋回時における、家具本体２０に対する取り付けられた家具フラップ２１の角
度位置の所望の傾きを、家具本体２０の高さもしくは家具フラップ２１の高さに適合させ
ることができる。
【００３２】
　図４ａ～図４ｄには、支持装置１の第１および第２の支持アーム１１，１２の横断面形
状の種々異なった実施形態が略示されている。このとき支持装置１の位置は、支持装置１
の旋回領域の開放された終端位置と閉鎖された終端位置との間の中間位置に相当する。こ
のとき第１の支持アーム１１は、それぞれほぼＵ字形異形材に相当する横断面形状を有し
ている。
【００３３】
　図４ａに示した変化形態では、第２の支持アーム１２は、ほぼＵ字形異形材に相当する
横断面形状を有している。このとき第２の支持アーム１２は、その高さ方向の延びにわた
って部分的に、第１の支持アーム１１のＵ字形異形材によって形成された中空室内に配置
されており、このとき第１および第２の支持アーム１１，１２の異形材の開放した側は、
それぞれ互いに向かい合っている。
【００３４】
　図４ｂに示した支持装置１の変化形態では、第２の支持アーム１２は、ほぼＵ字形異形
材に相当する横断面形状を有している。第２の支持アーム１２はこの変化形態においても
、その高さ方向の延びに沿って部分的に第１の支持アーム１１とオーバラップしている。
第１および第２の支持アーム１１，１２は、この実施形態では、両異形材がそれぞれ同じ
方向に方向付けられているように互いに入れ子式に配置されている。
【００３５】
　図４ｃには、ほぼ長方形の横断面形状を有する第２の支持アーム１２を備えた変化形態
が示されている。
【００３６】
　図４ｄに示した第２の支持アーム１２の横断面形状は、図４ｃに示した第２の支持アー
ム１２の横断面形状にほぼ相当しているが、このとき図４ｄでは、第２の支持アーム１２
の横断面は、図４ｃにおける第２の支持アーム１２の横断面よりも小さく形成されている
。
【００３７】
　図５ａには、支持装置１を備えた家具２の１実施形態が示されている。支持装置１の枢
着結合部１３に取り付けられた家具フラップ２１は、図５ａに示した実施形態では完全に
閉鎖された位置にある。
【００３８】
　このとき支持装置１は、好ましくは、家具本体２０の上側領域において、例えば側壁ま
たはカバープレートに、ハウジング１０を介して取り付けられており、かつ図５ａに示さ
れているように、ほぼ完全に、家具本体２０によって形成された家具２の内室２２の内部
に配置されている。外部から見ることができない駆動装置１４によって、家具フラップ２
１はこのとき、使用者が容易に克服できる力で閉鎖位置に保持されている。
【００３９】
　図５ｂには、部分的に上方旋回させられた家具フラップ２１を有する支持装置１を備え
た家具２の１実施形態が示されている。第１の支持アーム１１および第２の支持アーム１
２は、支持装置１のこの中間位置において、支持アーム１１，１２の運動方向に対して横
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方向に間隙なしにオーバラップして位置しており、このオーバラップは、第２の支持アー
ム１２が支持装置１のこの位置およびその他の各位置において、第１の支持アーム１１の
異形材によって形成された中空室の内部に部分的に配置されていることによって得られる
。既に部分的に開放された家具フラップ２１のこの位置において、家具本体２０によって
形成された家具２の内室２２への使用者の横からの進入可能性は、家具本体２０から突出
する追加的な調節エレメントによっては阻止されないことが明らかである。
【００４０】
　さらに外部からは見ることができない駆動装置１４は、家具フラップ２１の開放運動ま
たは閉鎖運動を促進することもしくはまたアクティブに駆動することができる。またこの
ような駆動装置１４によって、家具フラップ２１は、使用者が容易に克服できる力で、開
放位置に保持される。家具フラップ２１用のこのような支持装置１を備えた家具２は、快
適で直感的でかつ安全な操作可能性、小さな所要スペースおよび簡単な取付け可能性によ
って傑出している。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】
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